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(57)【要約】
【課題】ユーザの円滑な作業を促進して利便性の高い会
議支援システムを提供する。
【解決手段】ＣＰＵは、端末装置から書込データを受信
したかどうかを判断する（ステップＳ６０）。ＣＰＵは
、端末装置から書込データを受信したと判断した場合（
ステップＳ６０においてＹＥＳ）には、次に、端末装置
から図形データを受信したかどうかを判断する（ステッ
プＳ６２）。ＣＰＵは、図形データを受信したと判断し
た場合（ステップＳ６２においてＹＥＳ）には、図形デ
ータに基づいて一致する位置関連情報が有るかどうかを
判断する（ステップＳ６４）。ステップＳ６４において
、ＣＰＵは、一致する位置関連情報が有ると判断した場
合（ステップＳ６４においてＹＥＳ）には、位置関連情
報に対応する領域に書込データを表示する（ステップＳ
６６）。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示制御装置と、
　少なくとも１つの端末装置とを備え、
　前記端末装置は、
　前記表示制御装置に表示する表示情報および前記表示情報を表示する位置を特定するた
めの位置特定情報を入力するための入力手段と、
　前記表示制御装置に対して前記入力手段により入力された前記表示情報および前記位置
特定情報を送信する第１の通信手段とを含み、
　前記表示制御装置は、
　表示手段と、
　前記端末装置から送信された前記表示情報および前記位置特定情報を受信する第２の通
信手段と、
　前記表示手段に情報を表示する際の少なくとも１つの位置領域に対応する位置情報と、
当該位置領域を指定するために関連づけられた位置関連情報とが格納された記憶手段と、
　前記第２の通信手段により受信された前記表示情報を、受信した位置特定情報と前記記
憶手段に記憶された前記位置関連情報との比較に基づいて、前記位置関連情報に関連付け
られた位置情報に基づく位置領域に表示する制御手段とを含む、会議支援システム。
【請求項２】
　前記位置領域は、閉図形で囲まれた領域に相当する、請求項１記載の会議支援システム
。
【請求項３】
　前記位置領域は、手書き文字列、テキストあるいは、マークの近傍領域に相当する、請
求項１記載の会議支援システム。
【請求項４】
　前記位置特定情報は、閉図形データ、手書き文字列データ、テキストデータ、あるいは
、マークデータに相当する、請求項１～３のいずれかに記載の会議支援システム。
【請求項５】
　前記表示制御装置の前記第２の通信手段は、前記記憶手段に記憶された前記位置関連情
報を前記端末装置に送信し、
　前記端末装置の第１の通信手段は、前記入力手段により指定された前記第２の通信手段
から送信された前記位置関連情報を前記位置特定情報として送信する、請求項１記載の会
議支援システム。
【請求項６】
　前記入力手段は、前記端末装置の姿勢を検知する姿勢検知手段を含み、
　前記端末装置の第１の通信手段は、前記姿勢検知手段で検知された姿勢データを前記位
置特定情報として送信する、請求項１記載の会議支援システム。
【請求項７】
　前記入力手段は、音声を入力することが可能な音声入力手段を含み、
　前記端末装置の第１の通信手段は、前記音声入力手段で入力した音声データを前記位置
特定情報として送信する、請求項１記載の会議支援システム。
【請求項８】
　前記第１の通信手段は、前記端末装置識別情報とともに、前記表示情報および前記位置
特定情報を送信する、請求項１～７のいずれか一項に記載の会議支援システム。
【請求項９】
　前記端末装置は、
　前記入力手段により入力された表示情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記表示情報を表示する表示部とをさらに含み、
　前記記憶部に記憶された表示情報は、電源遮断時に消去される、請求項８記載の会議支
援システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、会議支援システムに関し、複数人でアイデアを創出する作業を行う際におい
て、円滑な作業が可能な会議支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　個人または複数人で、新しい知識を創出したり、各人が持っているアイデアを集約する
際に用いられる技法として、ＫＪ法と呼ばれる方法が知られている。ＫＪ法は、ブレイン
ストーミング等によって抽出されたアイデアや意見を１つずつカードに書き込み、それら
の内容について、内容の近いもの同士を集めて分類するグループ化を繰り返し、グループ
間の関係性を整理するという方法である。そして、この作業の中で、アイデアの本質の発
見や新たなアイデアの創出が行われる。
【０００３】
　ＫＪ法を行う際に、一般に前述のカードとして附箋が用いられ、模造紙等にその附箋を
貼り付ける形態で行う手法がよく用いられる。
【０００４】
　しかし、このような手法は、電子化等により附箋に記載したアイデア等の情報を記録に
残そうとする場合、そのための手間が掛かるという問題がある。電子化には、デジタルカ
メラ等で画像として記憶するという方法をとることが可能であるが、後々に利用すること
を考えると、附箋に書いたアイデアとしてのキーワードを書き起こす作業が発生する。
【０００５】
　例えば、特開２００８－１２３２６５号公報においては、無線タグ付きのカードが複数
設けられ、各無線タグ付きのカードに情報が入力される。そして、台紙上に各無線タグ付
きのカードを配置して、配置された状態を画面で確認等する方式が開示されており、当該
方式により、アイデア等を抽出して電子化を簡易にすることが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、ユーザは、情報を入力したカードを持って、台紙のところまで行き、台
紙に貼る作業工程が必要であり、ユーザの利便性に欠ける。
【０００７】
　一方、特開２００３－１６２３６４号公報においては、電子ホワイトボードと、電子ホ
ワイトボードにおけるアプリケーションによる操作を遠隔で実行することが可能な端末装
置とで構成されるシステムが開示されている。すなわち、当該構成においては、電子ホワ
イトボードにおけるアプリケーションを遠隔の場所から操作することが可能な方式が開示
されているが、当該方式においては、１台の端末装置のみがアプリケーションを操作する
方式が示されており、複数のユーザが並列的に作業することができず利便性に欠けるとい
う問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１２３２６５号公報
【特許文献２】特開２００３－１６２３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、ユーザの円滑な
作業を促進して利便性の高い会議支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る会議支援システムは、表示制御装置と、少なくとも１つの端末装置とを備
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える。端末装置は、表示制御装置に表示する表示情報および表示情報を表示する位置を特
定するための位置特定情報を入力するための入力手段と、表示制御装置に対して入力手段
により入力された表示情報および位置特定情報を送信する第１の通信手段とを含む。表示
制御装置は、表示手段と、端末装置から送信された表示情報および位置特定情報を受信す
る第２の通信手段と、表示手段に情報を表示する際の少なくとも１つの位置領域に対応す
る位置情報と、当該位置領域を指定するために関連づけられた位置関連情報とが格納され
た記憶手段と、第２の通信手段により受信された表示情報を、受信した位置特定情報と記
憶手段に記憶された位置関連情報との比較に基づいて、位置関連情報に関連付けられた位
置情報に基づく位置領域に表示する制御手段とを含む。
【００１１】
　好ましくは、位置領域は、閉図形で囲まれた領域に相当する、請求項１記載の会議支援
システム。
【００１２】
　好ましくは、位置領域は、手書き文字列、テキストあるいは、マークの近傍領域に相当
する、請求項１記載の会議支援システム。
【００１３】
　好ましくは、位置特定情報は、閉図形データ、手書き文字列データ、テキストデータ、
あるいは、マークデータに相当する。
【００１４】
　好ましくは、表示制御装置の第２の通信手段は、記憶手段に記憶された位置関連情報を
端末装置に送信する。端末装置の第１の通信手段は、入力手段により指定された第２の通
信手段から送信された位置関連情報を位置特定情報として送信する。
【００１５】
　好ましくは、入力手段は、端末装置の姿勢を検知する姿勢検知手段を含み、端末装置の
第１の通信手段は、姿勢検知手段で検知された姿勢データを位置特定情報として送信する
。
【００１６】
　好ましくは、入力手段は、音声を入力することが可能な音声入力手段を含み、端末装置
の第１の通信手段は、音声入力手段で入力した音声データを位置特定情報として送信する
。
【００１７】
　好ましくは、第１の通信手段は、端末装置識別情報とともに、表示情報および位置特定
情報を送信する。
【００１８】
　特に、端末装置は、入力手段により入力された表示情報を記憶する記憶部と、記憶部に
記憶された表示情報を表示する表示部とをさらに含み、記憶部に記憶された表示情報は、
電源遮断時に消去される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の係る会議支援システムは、表示制御装置と、少なくとも１つの端末装置とを備
える。表示制御装置は、第２の通信手段により受信された表示情報を、受信した位置特定
情報と記憶手段に記憶された位置関連情報との比較に基づいて、位置関連情報に関連付け
られた位置情報に基づく位置領域に表示する制御手段とを含む。したがって、表示情報で
ある入力情報を簡易に目的の場所に配置して表示させることが可能であり利便性が高く、
ユーザの円滑な作業を促進することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１に従う会議支援システムについて説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態１に従う表示装置およびサーバ装置の構成について説明する
図である。
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【図３】本発明の実施の形態１に従う管理サーバを起動した際の処理について説明する図
である。
【図４】本発明の実施の形態１に従う端末管理テーブルの一例について説明する図である
。
【図５】本発明の実施の形態１に従う領域登録処理について説明する図である。
【図６】本発明の実施の形態１に従うディスプレイ４１に描画された領域を説明する図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態１に従う表示領域管理テーブルについて説明する図である。
【図８】本発明の実施の形態に従う端末装置２の外観構成図について説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態１に従う端末装置２の機能ブロック図について説明する図で
ある。
【図１０】本発明の実施の形態１に従う端末装置２を起動した場合における処理について
説明する図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に従う書込データ入力モードについて説明する図である
。
【図１２】タッチペン１０８により描画エリア１００に書込入力された一例を説明する図
である。
【図１３】本発明の実施の形態１に従うタッチペン１０８により描画エリア１００に位置
特定データが書込入力された一例について説明する図である。
【図１４】管理サーバ１０において、本発明の実施の形態１に従う書込データを受信した
場合の処理について説明する図である。
【図１５】本発明の実施の形態１に従う書込データの表示処理について説明する図である
。
【図１６】端末装置２と管理サーバ１０との間での情報の遣り取りについて説明する図で
ある。
【図１７】本発明の実施の形態１の変形例に従う端末装置２ａについて説明する図である
。
【図１８】本発明の実施の形態１の変形例に従う端末装置２ａを起動した場合における処
理について説明する図である。
【図１９】本発明の実施の形態１の変形例に従う軌跡データ入力モードにおける処理につ
いて説明する図である。
【図２０】本発明の実施の形態１の変形例に従う軌跡データについて説明する図である。
【図２１】管理サーバ１０において、本発明の実施の形態１の変形例に従う書込データを
受信した場合の処理について説明する図である。
【図２２】本発明の実施の形態２に従うディスプレイ４１に描画された領域について説明
する図である。
【図２３】本発明の実施の形態２に従う領域登録処理について説明する図である。
【図２４】本発明の実施の形態２に従う表示領域管理テーブルについて説明する図である
。
【図２５】本発明の実施の形態２に従う端末装置２を起動した場合における処理について
説明する図である。
【図２６】本発明の実施の形態２に従うタッチペン１０８により描画エリア１００に文字
データが書込入力された一例について説明する図である。
【図２７】管理サーバ１０において、本発明の実施の形態２に従う書込データを受信した
場合の処理について説明する図である。
【図２８】本発明の実施の形態２に従う書込データの表示処理について説明する図である
。
【図２９】本発明の実施の形態２の変形例に従う領域登録処理について説明する図である
。
【図３０】本発明の実施の形態２の変形例に従う端末装置２を起動した場合における処理
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について説明する図である。
【図３１】本発明の実施の形態２の変形例に従う端末装置２の登録領域情報受信処理につ
いて説明する図である。
【図３２】本発明の実施の形態２の変形例に従う位置指定画面について説明する図である
。
【図３３】管理サーバ１０において、本発明の実施の形態２の変形例に従う書込データを
受信した場合の処理について説明する図である。
【図３４】本発明の実施の形態３に従う端末装置２＃について説明する図である。
【図３５】本発明の実施の形態３に従う端末装置２＃を起動した場合における処理につい
て説明する図である。
【図３６】本発明の実施の形態３に従う音声データ入力モードにおける処理について説明
する図である。
【図３７】端末装置２の処理を終了する場合のフローについて説明する図である。
【図３８】管理サーバ１０において、端末装置２からの終了コマンドを受信した場合の処
理について説明する図である。
【図３９】管理サーバ１０から送信される終了ステータス情報の内容について説明する図
である。
【図４０】管理サーバ１０からのメッセージを表示した場合の一例が示されている図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。以下の説明において同
一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同一で
あるものとする。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１を用いて、本発明の実施の形態１に従う会議支援システムについて説明する。
【００２３】
　図１を参照して、会議支援システムは、管理サーバ１０と、表示装置４０と、端末装置
２～８とを備える。
【００２４】
　管理サーバ１０は、表示装置４０と接続されているものとする。なお、本例においては
、一例として、表示装置４０と管理サーバ１０とがそれぞれ別個に設けられた構成につい
て説明するが、特にこれに限られず、全ての機能が１つにまとめられた１つの表示制御装
置として構成することも可能であるし、あるいは、一部の機能が別の装置として構成され
ていても良い。
【００２５】
　表示装置４０は、管理サーバ１０から表示データを受けて情報を表示する。
　管理サーバ１０は、表示装置４０を管理あるいは制御するとともに、各端末装置２～８
との間でデータの送受信を実行する。
【００２６】
　端末装置２～８は、携帯可能であり、後述するが、ユーザが自己のアイデア等の書込デ
ータを入力する入力デバイスである。なお、ここでは、一例として複数（４台）の端末装
置が設けられた構成について説明しているが、特に１台でも良く、また、さらに複数台設
けた構成とすることも可能である。
【００２７】
　後述するが、会議支援システムにおいては、端末装置において、ユーザが入力した書込
データが管理サーバ１０に送信される。そして、管理サーバ１０は、当該書込データを受
信して表示装置４０に書込データオブジェクトとして表示する。また、ユーザの端末装置
から書込データを表示する位置を特定するための位置特定情報が端末装置から管理サーバ
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１０に送信される。管理サーバ１０は、端末装置から送信された位置特定情報に基づいて
、受信した書込データを指定された位置に表示するこれにより、ユーザは、簡易に書込デ
ータを所望の位置に配置することが可能となる。
【００２８】
　なお、図１においては、一例として、端末装置に対してＹ方向側にディスプレイ４１が
設けられており、Ｘ方向に沿って端末装置が設けられている場合が示されている。
【００２９】
　図２を用いて、本発明の実施の形態１に従う表示装置およびサーバ装置の構成について
説明する。
【００３０】
　図２を参照して、本発明の実施の形態１に従う表示装置４０は、ディスプレイ４１と、
タッチパネル４２とを含む。
【００３１】
　管理サーバ１０は、入力部１２と、表示制御部１４と、ＣＰＵ１６と、通信部１８と、
電源制御部２０と、記憶部２４と、各部を接続する内部バス３４とを含む。
【００３２】
　入力部１２は、表示装置４０のタッチパネル４２からの座標位置データの入力を受ける
。
【００３３】
　表示制御部１４は、表示装置４０のディスプレイ４１に表示する表示データを出力する
。例えば、本例においては、後述するが端末装置から送信された書込データが書込データ
オブジェクトとしてディスプレイ４１に表示されるように出力する。
【００３４】
　ＣＰＵ１６は、ＲＯＭ２８に格納されているソフトウェアプログラムをロードして管理
サーバ１０全体を制御する。
【００３５】
　通信部１８は、各端末装置２～８との間でデータの授受を実行する。
　電源制御部２０は、管理サーバ１０の電源を制御する。
【００３６】
　記憶部２４は、一時的な記憶が可能なＲＡＭ２６と、各種、管理サーバ１０を制御する
ためのソフトウェアプログラムを記憶するＲＯＭ２８とを含む。
【００３７】
　ＲＡＭ２６は、ＣＰＵ１６における制御処理に必要なデータを一時的に格納するワーク
エリアとして用いられるとともに、端末装置を管理する端末管理テーブル３０およびディ
スプレイ４１において後述する書込データを表示する位置を特定するために設けられる表
示領域を管理する表示領域管理テーブル３２とを含む。
【００３８】
　図３を用いて、本発明の実施の形態１に従う管理サーバを起動した際の処理について説
明する。なお、本例においては、一例として端末装置２との間で通信接続を実行する場合
について説明する。
【００３９】
　まず、管理サーバ１０の電源ボタンをＯＮ（オン）したかどうかを判断する（ステップ
Ｓ２）。
【００４０】
　具体的には、ＣＰＵ１６は、図示しない入力部１２に含まれる電源ボタンが押下された
かどうかを判断する。
【００４１】
　次に、電源ボタンをＯＮした場合（ステップＳ２においてＹＥＳ）には、起動処理を実
行する（ステップＳ４）。
【００４２】
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　具体的には、ＣＰＵ１６は、ＲＯＭ２８に格納されているソフトウェアプログラムを読
み込んで端末装置との間での通信処理を実行するための通信初期設定処理、また、管理サ
ーバ１０の各種初期設定処理を実行する。
【００４３】
　そして、次に、端末装置２から接続要求を受信があったかどうかを判断する（ステップ
Ｓ６）。具体的には、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して後述する接続要求信号を受信し
たかどうかを判断する。
【００４４】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、接続要求信号を受信した場合（ステップＳ６においてＹ
ＥＳ）には、接続応答を送信する（ステップＳ８）。具体的には、ＣＰＵ１６は、通信部
１８を介して接続応答信号を送信する。
【００４５】
　次に、端末装置２を登録する（ステップＳ１０）。具体的には、ＣＰＵ１６は、接続要
求信号に含まれている端末装置２を識別する識別情報に基づいて記憶部２４の端末管理テ
ーブル３０の端末管理テーブルに登録する。当該処理により、通信接続が可能な装置が登
録されることになる。なお、本例においては、端末装置２について説明したが、端末装置
２に限られず、他の端末装置４～８についても同様である。
【００４６】
　図４を用いて、本発明の実施の形態１に従う端末管理テーブルの一例について説明する
。
【００４７】
　図４を参照して、本例においては、一例として、端末管理テーブルに端末装置Ａ、端末
装置Ｂ、端末装置Ｃの名称が登録されている場合が示されている。なお、本例においては
、端末装置Ａ、端末装置Ｂ、端末装置Ｃの名称が登録されている場合を例に挙げているが
、当該形式ではなく、例えばＭＡＣアドレス等の端末装置を識別可能な識別情報を登録す
るようにしても良い。
【００４８】
　そして、登録された各端末装置について、接続可すなわち通信接続が可能な状態として
登録されている場合が示されている。すなわち、本例においては、一例として、端末装置
Ａ、端末装置Ｂ、端末装置Ｃがそれぞれ通信接続が可能な状態であり管理サーバ１０にお
いてマルチプロセス処理によりそれぞれ並列に処理することが可能である。
【００４９】
　なお、本例においては、一例として、管理サーバ１０のＣＰＵ１６の処理能力に基づい
て一度に通信接続が可能な端末装置の台数は予め所定台数（本例においては一例として３
台）に設定されているものとする。図示しないが、４台目の端末装置が管理サーバにアク
セスした場合には、端末管理テーブルに端末装置は登録されるが通信接続ができない状態
であるため通信不可として登録される。なお、その場合には、端末装置に対して管理サー
バ１０からその旨の情報を送信するようにしても良い。
【００５０】
　次に、本発明の実施の形態１に従う領域登録処理について説明する。
　図５を用いて、本発明の実施の形態１に従う領域登録処理について説明する。
【００５１】
　図５を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、タッチ入力処理を開始する（ステップＳ１２）
。具体的には、ディスプレイ４１に設けられたタッチパネル４２を介して座標位置データ
の入力を受ける。
【００５２】
　そして、次に、タッチされた位置に線を描画する（ステップＳ１４）。具体的には、Ｃ
ＰＵ１６は、入力される座標位置データに基づいて表示制御部１４を介してディスプレイ
４１に線を描画する。
【００５３】
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　そして、次に、タッチ入力が終了したかどうかを判断する（ステップＳ１６）。具体的
には、ＣＰＵ１６は、タッチ入力処理により一例として、タッチパネル４２を介する座標
位置データの入力が所定期間以上無いと判断した場合には、タッチ入力が終了したものと
判断する。
【００５４】
　一方、ステップＳ１６において、タッチ入力が終了していないと判断した場合には、ス
テップＳ１４に戻り、タッチされた位置に線を描画する。
【００５５】
　そして、ステップＳ１６において、タッチ入力が終了したものと判断した場合には、次
に、閉図形かどうかを判断する（ステップＳ１８）。具体的には、ＣＰＵ１６は、入力さ
れた座標位置データに基づいてディスプレイ４１に描画される線図が閉図形となっている
かどうかを判断する。
【００５６】
　そして、ステップＳ１８において、閉図形であると判断した場合には、ステップＳ２０
に進む。一方、閉図形で無いと判断した場合には、ステップＳ２２に進み、警告を表示し
て線を消去する（ステップＳ２２）。そして、ステップＳ１２に戻る。すなわち、再度、
タッチ入力を開始することになる。
【００５７】
　ステップＳ１８において閉図形であると判断した場合には、ＣＰＵ１６は、領域登録処
理を実行する（ステップＳ２０）。具体的には、ＣＰＵ１６は、領域ＩＤを発行して、当
該領域ＩＤに対応付けられた入力された座標位置データに基づく位置情報、および領域の
図形情報を登録する。当該図形情報は、ディスプレイ４１に書込データを表示する際の位
置関連情報として用いられる。
【００５８】
　図６を用いて、本発明の実施の形態１に従うディスプレイ４１に描画された領域を説明
する。
【００５９】
　図６を参照して、本例においては、２つの領域が設けられている場合が示されている。
　具体的には、矩形領域４５と、楕円領域４７とが描画されている。矩形領域４５の近傍
には、「企業の利益とは」との表題が表示されている。また、楕円領域４７の近傍には、
「社会実業家とは」との表題が表示されている。当該表題は、上記の領域登録処理とは別
のタッチ入力処理により描画されディスプレイ４１に表示されるものとする。なお、管理
者は、タッチパネル４２を介して、ディスプレイ４１に表示されているこれら表題あるい
は矩形領域や楕円領域等の表示オブジェクト等を自由に移動させたり編集したりすること
が可能であるものとする。
【００６０】
　矩形領域４５の左上座標は、ディスプレイ４１の左端頂点を（０，０）とした場合にお
いて、一例としてＸ－Ｚ座標系で（５０，５０）である。また、右下座標は、一例として
Ｘ－Ｚ座標系で（２００，２００）である。
【００６１】
　当該情報に基づいて表示領域管理テーブル３２に領域が登録される。
　一例として、領域ＩＤが昇順的に発行されて、当該領域ＩＤに対応して、位置情報およ
び位置関連情報（図形情報）が登録される。
【００６２】
　図７を用いて、本発明の実施の形態１に従う表示領域管理テーブルについて説明する。
　図７を参照して、矩形領域４５に関して、領域ＩＤ「００１」が発行されて、領域ＩＤ
「００１」に対応して、位置情報として、（５０，５０）～（２００，２００）が登録さ
れており、位置関連情報として矩形として登録されている場合が示されている。
【００６３】
　図６の楕円領域４７についても同様に、領域ＩＤ「００２」が発行されて、領域ＩＤ「
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００２」に対応して、位置情報として（４００，１５０）を中心とする長径Ｐ、短径Ｑの
楕円として登録されており、位置関連情報として楕円として登録されている場合が示され
ている。
【００６４】
　同様にして、領域登録処理が実行される毎に領域ＩＤが発行され、当該領域ＩＤに対応
して、位置情報および位置関連情報（図形情報）が登録される。
【００６５】
　なお、位置関連情報は、座標位置データに基づき予めＲＯＭ等に格納されている複数の
図形データとのパターンマッチングにより近似する図形データに対応する図形情報、例え
ば、楕円、矩形、三角形等々が登録されるものとする。当該図形データのパターンマッチ
ング処理は、ステップＳ２０の領域登録処理の際にＣＰＵ１６により実行されるものとす
る。
【００６６】
　図８を用いて、本発明の実施の形態に従う端末装置２の外観構成図について説明する。
なお、端末装置４～８の各装置についても同様の構成である。
【００６７】
　図８を参照して、端末装置２は、本体部１０６と、タッチペン１０８とを含む。本体部
１０６の正面には、描画エリア１００が設けられる。また、本体部１０６の描画エリア１
００に対して右側端部および左側端部にそれぞれ、電源ボタン１０２と、送信ボタン１０
４とが設けられる。
【００６８】
　電源ボタン１０２は、本体部１０６の電源をＯＮ／ＯＦＦするボタンである。すなわち
、電源がＯＮされた状態で再度、ボタンを押下した場合には、電源がＯＦＦされるものと
する。
【００６９】
　送信ボタン１０４は、本体部１０６から管理サーバ１０にデータを送信を指示するボタ
ンである。
【００７０】
　描画エリア１００は、タッチペン１０８を用いてユーザが有するアイデア等の文字ある
いは文章等を書込入力する領域である。なお、描画エリアは、情報を表示する表示エリア
としても機能する。
【００７１】
　図９を用いて、本発明の実施の形態１に従う端末装置２の機能ブロック図について説明
する。
【００７２】
　図９を参照して、本発明の実施の形態１に従う端末装置２は、表示部５０と、表示制御
部５２と、ＲＯＭ５７と、ＣＰＵ５８と、描画制御部６２と、メモリ６４と、通信部６６
と、電源制御部６８と、入力部７０と、各部を接続する内部バス６９とを含む。
【００７３】
　表示部５０は、表示制御部５２の制御により端末装置２の描画エリア１００に情報を表
示する。
【００７４】
　入力部７０は、タッチパネル５６を含み、タッチパネル５６からの入力指示を受け付け
る。また、電源ボタン１０２および送信ボタン１０４を含む。なお、本例においては、描
画エリア１００に対応してタッチパネル５６が設けられているものとする。なお、タッチ
パネル５６は、描画エリア１００と完全同一の領域に設ける必要はなく、それよりも大き
くても良いし、あるいは、少し小さめに設けるようにすることも可能である。
【００７５】
　ＣＰＵ５８は、ＲＯＭ５７に格納されている端末装置２の機能を実行するためのソフト
ウェアプログラムをロードして端末装置２全体を制御する。
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【００７６】
　描画制御部６２は、タッチパネル５６を介してタッチペン１０８により描画エリア１０
０に書込入力されるタッチペン１０８の軌跡に従う文字、図形等を描画処理して表示制御
部５２を介して表示部５０に表示する。
【００７７】
　メモリ６４は、描画制御部６２あるいはＣＰＵ５８におけるワーキングメモリ、また、
一時的に情報を格納する領域として用いられる。
【００７８】
　通信部６６は、送信ボタン１０４の操作指示に従って管理サーバ１０との間でデータの
授受を実行する。
【００７９】
　電源制御部６８は、電源ボタン１０２の操作指示に従って端末装置２の電源を制御する
。
【００８０】
　図１０を用いて、本発明の実施の形態１に従う端末装置２を起動した場合における処理
について説明する。
【００８１】
　図１０を参照して、まず、端末装置２の電源ボタンをＯＮ（オン）したかどうかを判断
する（ステップＳ３２）。
【００８２】
　具体的には、ＣＰＵ５８は、入力部７０に含まれる電源ボタン１０２が押下されたかど
うかを判断する。
【００８３】
　次に、電源ボタン１０２が押下された場合（ステップＳ３２においてＹＥＳ）には、起
動処理を実行する（ステップＳ３４）。
【００８４】
　具体的には、ＣＰＵ５８は、ＲＯＭ５７に格納されているソフトウェアプログラムを読
み込んで管理サーバ１０との間での通信処理を実行するための通信初期設定処理等、各種
初期設定処理を実行する。
【００８５】
　そして、次に、管理サーバ１０に接続要求を送信する（ステップＳ３６）。具体的には
、ＣＰＵ５８は、通信部６６を介して接続要求信号を管理サーバ１０に送信する。
【００８６】
　そして、次に、接続応答を受信したかどうかを判断する（ステップＳ３８）。具体的に
は、ＣＰＵ５８は、通信部６６を介して管理サーバ１０から接続応答信号を受信したかど
うかを判断する。当該処理により、上記したように図３において端末管理テーブルにおい
て端末装置が登録され通信可能な状態に設定される。
【００８７】
　ＣＰＵ５８は、管理サーバ１０から接続応答信号を受信したと判断した場合（ステップ
Ｓ３８においてＹＥＳ）には、描画エリア１００に対してアイデア等の書込データの入力
が可能な書込データ入力モードに移行する（ステップＳ４０）。具体的には、ＣＰＵ５８
は、書込データ入力モードに移行する際に、描画制御部６２に指示し、描画制御部６２の
機能として描画エリアに対する書込入力処理を実行するものとする。
【００８８】
　図１１を用いて、本発明の実施の形態１に従う書込データ入力モードについて説明する
。
【００８９】
　図１１を参照して、描画エリアに入力指示が有るかどうかを判断する（ステップＳ５０
）。
【００９０】



(12) JP 2011-90486 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

　具体的には、描画制御部６２は、タッチパネル５６を介してタッチペン１０８により描
画エリア１００に対して軌跡等の入力指示があるかどうかを判断する。
【００９１】
　そして、描画制御部６２は、入力指示が有る場合（ステップＳ５０においてＹＥＳ）に
は、入力指示に従って書込内容を保存する（ステップＳ５２）。具体的には、タッチペン
１０８の描画エリア１００内の軌跡に従う書込内容をメモリ６４に保存する。
【００９２】
　次に、描画制御部６２は、その書込内容を描画エリア１００に表示する（ステップＳ５
４）。
【００９３】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　図１２を用いて、タッチペン１０８により描画エリア１００に書込入力された一例を説
明する。
【００９４】
　図１２を参照して、ここでは、描画エリア１００に「ＡＡＡ・・・」の書込データ１０
９が表示されている場合が示されている。
【００９５】
　再び、図１０を参照して、次に、送信ボタン１０４をＯＮしたかどうかを判断する（ス
テップＳ４２）。具体的には、ＣＰＵ５８は、入力部７０に含まれる送信ボタン１０４が
押下されたかどうかを判断する。
【００９６】
　送信ボタン１０４を押下したと判断した場合（ステップＳ４２においてＹＥＳ）には、
メモリ６４に保存された書込データを管理サーバ１０に送信する（ステップＳ４４）。
【００９７】
　一方、送信ボタン１０４を押下しない場合（ステップＳ４２においてＮＯ）には、ステ
ップＳ４０に戻り、再び、書込データ入力モードを実行する。当該処理、すなわち、書込
データ入力モードにおける処理は、送信ボタンが押下されるまで繰り返される。
【００９８】
　次に、ＣＰＵ５８は、書込データをディスプレイに表示する位置を特定するためのデー
タを入力する図形データ入力モード（以下、総称して位置特定データ入力モードとも称す
る）に移行する（ステップＳ４６）。
【００９９】
　当該図形データ入力モードは、本例においては、図１１で説明した書込データ入力モー
ドと同様とする。
【０１００】
　すなわち、描画制御部６２は、描画エリアに入力指示が有るかどうかを判断し、入力指
示が有る場合には、入力指示に従って書込内容を保存する。そして、処理を終了する。
【０１０１】
　図１３を用いて、本発明の実施の形態１に従うタッチペン１０８により描画エリア１０
０に位置特定データが書込入力された一例について説明する。
【０１０２】
　図１３を参照して、ここでは、描画エリア１００に矩形領域を示す図形データ１１０が
表示されている場合が示されている。
【０１０３】
　次に、再び図１０を参照して、ステップＳ４８において、送信ボタンをＯＮしたかどう
かを判断する（ステップＳ４８）。具体的には、ＣＰＵ５８は、入力部７０に含まれる送
信ボタン１０４が押下されたかどうかを判断する。
【０１０４】
　送信ボタンを押下したと判断した場合（ステップＳ４２においてＹＥＳ）には、メモリ
６４に保存された図形データを管理サーバ１０に送信する（ステップＳ４９）。そして、
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再び、ステップＳ４０に戻り、別の書込データを入力する場合には、書込データ入力モー
ドおよび図形データ入力モードにおいて同様の処理を繰り返して書込データおよび図形デ
ータを送信することが可能である。
【０１０５】
　一方、送信ボタン１０４を押下しない場合（ステップＳ４２においてＮＯ）には、ステ
ップＳ４６に戻り、再び、図形データ入力モードを実行する。当該処理、すなわち、図形
データ入力モードにおける処理は、送信ボタンが押下されるまで繰り返される。
【０１０６】
　図１４を用いて、管理サーバ１０において、本発明の実施の形態１に従う書込データを
受信した場合の処理について説明する。
【０１０７】
　本例においては、一例として、端末装置２から書込データを受信した場合について説明
する。
【０１０８】
　図１４を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して端末装置２から書込デー
タを受信したかどうかを判断する（ステップＳ６０）。書込データを受信するまでステッ
プＳ６０において待機する。
【０１０９】
　ＣＰＵ１６は、端末装置２から通信部１８を介して書込データを受信したと判断した場
合（ステップＳ６０においてＹＥＳ）には、次に、端末装置２から図形データを受信した
かどうかを判断する（ステップＳ６２）。端末装置２から図形データの受信が無い場合に
は、処理を終了する（エンド）。
【０１１０】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、図形データを受信したと判断した場合（ステップＳ６２
においてＹＥＳ）には、図形データに基づいて一致する位置関連情報が有るかどうかを判
断する（ステップＳ６４）。具体的には、ＣＰＵ１６は、まず、受信した図形データに基
づいて、予めＲＯＭ等に格納されている複数の図形データとのパターンマッチングにより
近似する図形データに対応する図形情報、例えば、楕円、矩形、三角形等々を判断する。
そして、判断された図形情報と一致する図形情報が位置関連情報として表示領域管理テー
ブル３２に登録されているかどうかを判断する。
【０１１１】
　ステップＳ６４において、次に、ＣＰＵ１６は、一致する位置関連情報が有ると判断し
た場合（ステップＳ６４においてＹＥＳ）には、位置関連情報に対応する領域に書込デー
タを表示する（ステップＳ６６）。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１１２】
　ステップＳ６４において、次に、一致する位置関連情報が無いと判断した場合（ステッ
プＳ６４においてＮＯ）には、他の領域に書込データを表示する（ステップＳ６８）。例
えば、ディスプレイ４１の領域が指定されていない空白領域等に書込データを表示する。
そして、処理を終了する（エンド）。
【０１１３】
　図１５を用いて、本発明の実施の形態１に従う書込データの表示処理について説明する
。
【０１１４】
　図１５を参照して、矩形領域４５内に書込データ４９が配置された場合が示されている
。
【０１１５】
　当該処理により、ユーザは書込データを目的となる位置に指定して配置させることが可
能である。
【０１１６】
　図１６を用いて、端末装置２と管理サーバ１０との間での情報の遣り取りについて説明
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する。
【０１１７】
　図１６を参照して、電源がＯＮされて（シーケンスｓｑ１）、次に、起動処理が実行さ
れる（シーケンスｓｑ２）。
【０１１８】
　次に、接続要求信号を管理サーバ１０に送信する。
　管理サーバ１０側において、電源がＯＮされて（シーケンスｓｑ４）、次に、起動処理
が実行される（シーケンスｓｑ５）。
【０１１９】
　管理サーバ１０は、接続要求信号を受信して、接続応答信号を送信する（シーケンスｓ
ｑ６）。そして、端末装置を登録する（シーケンスｓｑ８）。
【０１２０】
　端末装置２は、管理サーバ１０からの接続応答信号を受信して書込データ入力モードに
移行する（シーケンスｓｑ９）。
【０１２１】
　そして、描画エリア１００に入力する（シーケンスｓｑ１０）。
　そして、次に、描画エリア１００に入力した書込データを保存する（シーケンスｓｑ１
２）。
【０１２２】
　そして、次に、書込データを表示する（シーケンスｓｑ１４）。
　次に、書込データの書込入力が完了した後、送信ボタンを押下する（シーケンスｓｑ１
６）。
【０１２３】
　これにより、端末装置２から書込データが管理サーバ１０に送信される（シーケンスｓ
ｑ１８）。
【０１２４】
　管理サーバ１０は、書込データを受信する（シーケンスｓｑ２０）。
　また、端末装置２は、次に、図形データ入力モードに移行する（シーケンスｓｑ２２）
。
【０１２５】
　そして、次に、描画エリア１００に図形データを入力する（シーケンスｓｑ２４）。
　そして、次に、図形データを保存する（シーケンスｓｑ２６）。
【０１２６】
　そして、次に、図形データを表示する（シーケンスｓｑ２８）。
　次に、図形データの入力が完了した後、送信ボタンを押下する（シーケンスｓｑ３０）
。
【０１２７】
　これにより、端末装置２から図形データが管理サーバ１０に送信される（シーケンスｓ
ｑ３２）。
【０１２８】
　そして、管理サーバ１０は、図形データを受信する（シーケンスｓｑ３４）。
　当該図形データに基づいて、書込データの表示処理が実行される（シーケンスｓｑ３６
）。
【０１２９】
　本例においては、端末装置２についてのみ説明したが、マルチタスク制御により複数の
端末装置が並列的に書込データを送信して、書込データの表示処理を実行するようにする
ことも可能である。具体的には、書込データ等のデータを管理サーバ１０に送信する際に
、例えばＭＡＣアドレス等の端末装置を識別可能な識別情報を付加して送信することによ
り、管理サーバ１０側ではどの端末装置からのデータであるかを把握することが可能とな
り、複数の端末装置についてマルチプロセス処理によりそれぞれ並列に処理することが可
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能である。
【０１３０】
　本実施の形態１に従う方式により、ユーザは、ユーザが有するアイデア等の書込入力し
た文字、あるいは文章等の内容を、ディスプレイ４１に簡易に指定した位置に表示させる
ことが可能であり利便性に供する。また、複数のユーザが並列的に書込データを指定した
位置に移動させることが可能であるため円滑な作業が可能である。
【０１３１】
　したがって、例えば、一例として、ＫＪ法について、本発明の実施の形態に従う会議支
援システムにより、ユーザが有するアイデア等を簡易に電子化して実現することが可能で
ある。
【０１３２】
　なお、本例においては、端末装置２に送信ボタン１０４を設けて、当該送信ボタン１０
４の押下によりデータ等が管理サーバ１０に送信される場合について説明したが、特に、
これに限られず、例えば、描画エリア１００にデータ等を送信する送信ボタンを表示する
ようにして当該送信ボタンを指定した場合にデータ等を送信するようにすることも可能で
ある。なお、以下においても同様である。
【０１３３】
　（実施の形態１の変形例）
　図１７を用いて、本発明の実施の形態１の変形例に従う端末装置２ａについて説明する
。
【０１３４】
　図１７を参照して、図９の端末装置２と比較して、本発明の実施の形態１の変形例に従
う端末装置２ａは、姿勢感知部６０をさらに設けた点が異なる。
【０１３５】
　姿勢感知部６０は、本体部１０６の姿勢（体勢）を感知する。すなわち、Ｘ、Ｙ、Ｚの
座標値から成る仮想的な空間座標データを取得する。
【０１３６】
　図１８を用いて、本発明の実施の形態１の変形例に従う端末装置２ａを起動した場合に
おける処理について説明する。
【０１３７】
　図１８を参照して、図１０で説明した端末装置２を起動した場合の処理と比較して、ス
テップＳ４６における図形データ入力モードをステップＳ４６＃の軌跡データ入力モード
に変更した点が異なる。その他の点については、同様であるのでその詳細な説明は繰り返
さない。
【０１３８】
　図１９を用いて、本発明の実施の形態１の変形例に従う軌跡データ入力モードにおける
処理について説明する。
【０１３９】
　図１９を参照して、まず、ＣＰＵ５８は、姿勢変化検知処理を開始する（ステップＳ７
０）。具体的には、姿勢感知部６０に指示して、姿勢感知部６０は、姿勢変化に従って姿
勢を感知する。
【０１４０】
　ＣＰＵ５８は、姿勢感知部６０により感知された、Ｘ、Ｙ、Ｚの座標値から成る仮想的
な空間座標データを取得する（ステップＳ７２）。具体的には、端末装置２ａの本体部の
移動（姿勢変化）に伴い変化する空間座標データを取得する。
【０１４１】
　次に、姿勢変化が停止したかどうかを判断する（ステップＳ７４）。具体的には、ＣＰ
Ｕ５８は、空間座標データが所定期間変化が無いと判断した場合には、本体部の移動（姿
勢変化）が停止したと判断する。
【０１４２】
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　一方、ステップＳ７４において、ＣＰＵ５８は、本体部の移動（姿勢変化）が停止して
いないと判断した場合には、ステップＳ７２に戻り、本体部の移動（姿勢変化）の変化に
伴い変化する空間座標データを取得する。
【０１４３】
　そして、ステップＳ７４において、ＣＰＵ５８は、本体部の移動（姿勢変化）が停止し
たと判断した場合（ステップＳ７４においてＹＥＳ）には、次に、軌跡データを生成する
（ステップＳ７５）。具体的には、空間座標データ（Ｘ、Ｙ、Ｚ座標値）に関する３次元
座標をＸ－Ｚ平面の二次元座標に変換して、Ｘ－Ｚ平面における軌跡データを生成する。
【０１４４】
　そして、次に、ＣＰＵ５８は、軌跡データが閉図形を形成しているかどうかを判断する
（ステップＳ７６）。
【０１４５】
　そして、ＣＰＵ５８は、軌跡データが閉図形であると判断した場合（ステップＳ７６に
おいてＹＥＳ）には、軌跡データを保存する（ステップＳ７８）。そして、処理を終了す
る（リターン）。
【０１４６】
　一方、軌跡データが閉図形でないと判断した場合（ステップＳ７６においてＮＯ）には
、警告を表示する（ステップＳ７８）。
【０１４７】
　そして、リセット処理する（ステップＳ８０）。そして、再び、ステップＳ７０に戻る
。すなわち、軌跡データが閉図形で無い場合には、再度、姿勢変化を検知して本体部の移
動（姿勢変化）が閉図形の軌跡データを生成するまで当該処理を繰り返す。
【０１４８】
　図２０を用いて、本発明の実施の形態１の変形例に従う軌跡データについて説明する。
　図２０を参照して、ここでは、端末装置２ａの本体部１０６がＸ－Ｚ平面において矩形
の形状で移動した場合が示されている。
【０１４９】
　これにより、矩形データを表す軌跡データが保存され、管理サーバ１０に送信される。
　図２１を用いて、管理サーバ１０において、本発明の実施の形態１の変形例に従う書込
データを受信した場合の処理について説明する。
【０１５０】
　本例においては、一例として、端末装置２ａから書込データを受信した場合について説
明する。
【０１５１】
　図２１を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して端末装置２ａから書込デ
ータを受信したかどうかを判断する（ステップＳ６０）。書込データを受信するまでステ
ップＳ６０において待機する。
【０１５２】
　ＣＰＵ１６は、端末装置２ａから通信部１８を介して書込データを受信したと判断した
場合（ステップＳ６０においてＹＥＳ）には、次に、端末装置２ａから軌跡データを受信
したかどうかを判断する（ステップＳ６２＃）。端末装置２ａから軌跡データの受信が無
い場合には、処理を終了する（エンド）。
【０１５３】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、軌跡データを受信したと判断した場合（ステップＳ６２
＃においてＹＥＳ）には、軌跡データに基づいて一致する位置関連情報が有るかどうかを
判断する（ステップＳ６４＃）。具体的には、ＣＰＵ１６は、受信した軌跡データ（図形
データ）に基づいて、予めＲＯＭ等に格納されている複数の図形データとのパターンマッ
チングにより近似する図形データに対応する図形情報、例えば、楕円、矩形、三角形等々
を判断する。そして、判断された図形情報と一致する図形情報が位置関連情報として表示
領域管理テーブル３２に登録されているかどうかを判断する。
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【０１５４】
　ステップＳ６４＃において、次に、一致する位置関連情報が有ると判断した場合（ステ
ップＳ６４＃においてＹＥＳ）には、位置関連情報に対応する領域に書込データを表示す
る（ステップＳ６６＃）。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１５５】
　ステップＳ６４＃において、次に、一致する位置関連情報が無いと判断した場合（ステ
ップＳ６４＃においてＮＯ）には、他の領域に書込データを表示する（ステップＳ６８＃
）。例えば、ディスプレイ４１の領域が指定されていない空白領域等に書込データを表示
する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１５６】
　一例として、例えば、図２０で説明した矩形データを表す軌跡データが管理サーバ１０
に送信された場合には、図１５で説明したように矩形領域４５に書込データを配置するこ
とが可能である。
【０１５７】
　（実施の形態２）
　上記の実施の形態１においては、表示領域管理テーブルにおいて、位置関連情報として
、図形情報が登録された場合について説明したが、特にこれに限られず、図形情報以外の
例えば、文字情報を位置関連情報として登録することも可能である。
【０１５８】
　図２２を用いて、本発明の実施の形態２に従うディスプレイ４１に描画された領域につ
いて説明する。
【０１５９】
　図２２を参照して、本例においては、２つの領域が設けられている場合が示されている
。
【０１６０】
　具体的には、２つの矩形領域４５，４８とが描画されている。また、矩形領域４５の近
傍には、「企業の利益とは」との表題が表示されている。また、矩形領域４８の近傍には
、「社会実業家とは」との表題が表示されている。
【０１６１】
　本実施の形態２においては、指定した領域と表題とを関連付けて登録するものとする。
　矩形領域４５の左上座標は、ディスプレイ４１の左端頂点を（０，０）とした場合にお
いて、一例としてＸ－Ｚ座標系で（５０，５０）である。また、右下座標は、一例として
Ｘ－Ｚ座標系で（２００，２００）である。また、矩形領域４８の左上座標は、一例とし
てＸ－Ｚ座標系で（２５０，５０）である。また、右下座標は、一例としてＸ－Ｚ座標系
で（４００，２００）である。
【０１６２】
　当該情報に基づいて表示領域管理テーブル３２に領域が登録される。
　一例として、領域ＩＤが昇順的に発行されて、当該領域ＩＤに対応して、位置情報およ
び位置関連情報（文字情報）が登録される。
【０１６３】
　次に、本発明の実施の形態２に従う領域登録処理について説明する。
　図２３を用いて、本発明の実施の形態２に従う領域登録処理について説明する。
【０１６４】
　図２３を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、タッチ入力処理を開始する（ステップＳ１２
）。具体的には、ディスプレイ４１に設けられたタッチパネル４２を介して座標位置デー
タの入力を受ける。
【０１６５】
　そして、次に、タッチされた位置に線を描画する（ステップＳ１４）。具体的には、Ｃ
ＰＵ１６は、入力される座標位置データに基づいて表示制御部１４を介してディスプレイ
４１に線を描画する。
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【０１６６】
　そして、次に、タッチ入力が終了したかどうかを判断する（ステップＳ１６）。具体的
には、ＣＰＵ１６は、タッチ入力処理により一例として、タッチパネル４２を介する座標
位置データの入力が所定期間以上無いと判断した場合には、タッチ入力が終了したものと
判断する。
【０１６７】
　一方、ステップＳ１６において、タッチ入力が終了していないと判断した場合には、ス
テップＳ１４に戻り、タッチされた位置に線を描画する。
【０１６８】
　そして、ステップＳ１６において、タッチ入力が終了したものと判断した場合には、次
に、閉図形かどうかを判断する（ステップＳ１８）。具体的には、ＣＰＵ１６は、入力さ
れた座標位置データに基づいてディスプレイ４１に描画される線図が閉図形となっている
かどうかを判断する。
【０１６９】
　そして、ステップＳ１８において、ＣＰＵ１６は、閉図形であると判断した場合には、
ステップＳ２０に進む。一方、閉図形で無いと判断した場合には、ステップＳ２２に進み
、警告を表示して線を消去する（ステップＳ２２）。そして、ステップＳ１２に戻る。す
なわち、再度、タッチ入力を開始することになる。
【０１７０】
　ステップＳ１８において閉図形であると判断した場合には、ＣＰＵ１６は、手書き文字
入力処理を開始する（ステップＳ１００）。具体的には、ＣＰＵ１６は、ディスプレイ４
１に設けられたタッチパネル４２を介して座標位置データの入力を受ける。
【０１７１】
　そして、次に、タッチされた位置に手書き文字を描画する（ステップＳ１０２４）。具
体的には、ＣＰＵ１６は、入力される座標位置データに基づいて表示制御部１４を介して
ディスプレイ４１に文字を描画する。
【０１７２】
　そして、次に、手書き文字入力が終了したかどうかを判断する（ステップＳ１０４）。
具体的には、ＣＰＵ１６は、手書き文字入力処理により一例として、タッチパネル４２を
介する座標位置データの入力が所定期間以上無いと判断した場合には、手書き文字入力が
終了したものと判断する。
【０１７３】
　一方、ステップＳ１０４において、手書き文字入力が終了していないと判断した場合に
は、ステップＳ１０２に戻り、タッチされた位置に手書き文字を描画する。
【０１７４】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、手書き文字認識処理を実行する（ステップＳ１０６）。
具体的には、描画された手書き文字データについて、予めＲＯＭ等に格納されている複数
の文字データとのパターンマッチングにより文字情報を判断する。
【０１７５】
　そして、次に、領域ＩＤを発行して、当該領域ＩＤに対応付けられた入力された座標位
置データに基づく位置情報、および認識された文字情報を登録する（ステップＳ１０８）
。当該文字情報は、書込データを表示する際の位置関連情報として用いられる。
【０１７６】
　図２４を用いて、本発明の実施の形態２に従う表示領域管理テーブルについて説明する
。
【０１７７】
　図２４を参照して、図２２の矩形領域４５および手書き文字「企業の利益とは」を入力
した場合に、領域ＩＤ「００１」に対応して、位置情報として、（５０，５０）～（２０
０，２００）が登録され、位置関連情報として文字情報「企業の利益とは」が登録されて
いる場合が示されている。
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【０１７８】
　また、図２２の矩形領域４８および手書き文字「社会起業家とは」を入力した場合に、
領域ＩＤ「００２」に対応して、位置情報として、（２５０，５０）～（４００，２００
）が登録され、位置関連情報として文字情報「社会起業家とは」が登録されている場合が
示されている。
【０１７９】
　同様にして、領域登録処理が実行される毎に領域ＩＤが発行され、当該ＩＤに対応して
、位置情報および位置関連情報（文字情報）が登録される。
【０１８０】
　図２５を用いて、本発明の実施の形態２に従う端末装置２を起動した場合における処理
について説明する。
【０１８１】
　図２５を参照して、図１０で説明した端末装置２を起動した場合の処理と比較して、ス
テップＳ４６の図形データ入力モードをステップＳ４７の文字データ入力モードに変更し
た点が異なる。その他の点については、同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０１８２】
　ステップＳ４７の文字データ入力モードは、図１１で説明した書込データ入力モードと
基本的に同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。すなわち、描画エリアに書込入
力した内容が保存される。
【０１８３】
　そして、送信ボタンが押下されることにより、保存されたデータが管理サーバ１０に送
信される。
【０１８４】
　図２６を用いて、本発明の実施の形態２に従うタッチペン１０８により描画エリア１０
０に文字データが書込入力された一例について説明する。
【０１８５】
　図２６を参照して、ここでは、描画エリア１００に「企業の利益とは」の文字データ１
１０が表示されている場合が示されている。
【０１８６】
　当該文字データが送信ボタン１０４の押下により管理サーバ１０に送信される。
　図２７を用いて、管理サーバ１０において、本発明の実施の形態２に従う書込データを
受信した場合の処理について説明する。
【０１８７】
　本例においては、一例として、端末装置２から書込データを受信した場合について説明
する。
【０１８８】
　図２７を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して端末装置２から書込デー
タを受信したかどうかを判断する（ステップＳ６０）。書込データを受信するまでステッ
プＳ６０において待機する。
【０１８９】
　ＣＰＵ１６は、端末装置２から通信部１８を介して書込データを受信したと判断した場
合（ステップＳ６０においてＹＥＳ）には、次に、端末装置２から文字データを受信した
かどうかを判断する（ステップＳ６３）。端末装置２から文字データの受信が無い場合に
は、処理を終了する（エンド）。
【０１９０】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、文字データを受信したと判断した場合（ステップＳ６３
においてＹＥＳ）には、文字データに基づいて一致する位置関連情報が有るかどうかを判
断する（ステップＳ６５）。具体的には、ＣＰＵ１６は、受信した文字データに基づいて
、予めＲＯＭ等に格納されている複数の文字データとのパターンマッチングにより文字情
報を判断する。そして、判断した文字情報と一致する文字情報が位置関連情報として表示
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領域管理テーブル３２に登録されているかどうかを判断する。
【０１９１】
　ステップＳ６５において、ＣＰＵ１６は、一致する位置関連情報が有ると判断した場合
（ステップＳ６５においてＹＥＳ）には、位置関連情報に対応する領域に書込データを表
示する（ステップＳ６７）。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１９２】
　ステップＳ６５において、ＣＰＵ１６は、次に、一致する位置関連情報が無いと判断し
た場合（ステップＳ６５においてＮＯ）には、他の領域に書込データを表示する（ステッ
プＳ６９）。例えば、ディスプレイ４１の領域が指定されていない空白領域等に書込デー
タを表示する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０１９３】
　図２８を用いて、本発明の実施の形態２に従う書込データの表示処理について説明する
。
【０１９４】
　図２８を参照して、例えば、本例においては、図２６で説明したように、一例として、
「企業の利益とは」の文字データを書込入力したものとする。当該場合に、上述した処理
により、位置関連情報が登録されている領域ＩＤ「００１」に対応する矩形領域４５内に
書込データ４９が配置されることになる。
【０１９５】
　本実施の形態２に従う方式においても、ユーザは、ユーザが有するアイデア等の書込入
力した文字、あるいは文章等の内容を、ディスプレイ４１に簡易に指定した位置に表示さ
せることが可能であり利便性に供する。また、複数のユーザが並列的に書込データを指定
した位置に移動させることが可能であるため円滑な作業が可能である。
【０１９６】
　（実施の形態２の変形例）
　上記の実施の形態２においては、端末装置２において、書込データの位置を特定するた
めに文字データ入力モードにおいて、ユーザが文字を描画エリアに入力する方式について
説明したが、さらに簡易に書込データの位置を特定する入力を実行することも可能である
。
【０１９７】
　図２９を用いて、本発明の実施の形態２の変形例に従う領域登録処理について説明する
。
【０１９８】
　図２９を参照して、図２３の領域登録処理と比較して、さらに、ステップＳ１１０にお
ける登録領域情報送信処理をさらに追加した点が異なる。その他の点については同様であ
るのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０１９９】
　具体的には、ＣＰＵ１６は、登録した領域に関する情報として、領域ＩＤと、当該領域
ＩＤに関連づけられた位置関連情報である文字情報を端末装置２に送信する。
【０２００】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　図３０を用いて、本発明の実施の形態２の変形例に従う端末装置２を起動した場合にお
ける処理について説明する。
【０２０１】
　図３０を参照して、図１０で説明した端末装置２を起動した場合の処理と比較して、ス
テップＳ３８の後、登録領域情報受信処理を追加した点と、ステップＳ４４以降の処理が
異なる。
【０２０２】
　図３１を用いて、本発明の実施の形態２の変形例に従う端末装置２の登録領域情報受信
処理について説明する。
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【０２０３】
　図３１を参照して、登録領域情報の受信があったかどうかを判断する（ステップＳ１２
０）。
【０２０４】
　そして、登録領域情報の受信があった場合には、領域登録処理を実行する（ステップＳ
１２２）。具体的には、ＣＰＵ５８は、受信した登録領域情報をメモリ６４に保存するも
のとする。
【０２０５】
　そして、処理を終了する（リターン）。これにより、後述する位置指定画面における領
域の選択指示が可能となる。
【０２０６】
　なお、本例においては、端末装置２に送信する場合について説明したが、端末装置２に
限らず、図４で説明した端末管理テーブルで登録されている各端末装置にも送信されるも
のとする。
【０２０７】
　再び図３０を参照して、ステップＳ４４における処理の後、ＣＰＵ５８は、登録領域情
報に基づいて位置指定画面を表示する（ステップＳ１３０）。具体的には、メモリ６４に
保存された登録領域情報に基づいて位置指定画面を表示する。
【０２０８】
　図３２を用いて、本発明の実施の形態２の変形例に従う位置指定画面について説明する
。
【０２０９】
　図３２を参照して、ここでは、登録領域情報に基づいて端末装置２の表示エリア（描画
エリア）に、選択オブジェクト１２０，１２２，１２４がそれぞれ表示されている場合が
示されている。
【０２１０】
　具体的には、登録領域情報に含まれている文字情報に対応して「企業の利益とは」の選
択オブジェクト１２０、「社会実業家とは」の選択オブジェクト１２２、「その他」の選
択オブジェクト１２４がそれぞれ示されている。
【０２１１】
　当該選択オブジェクトをユーザが指定することにより当該選択オブジェクトに対応付け
られている領域ＩＤの番号であるＩＤデータを管理サーバ１０に送信する。
【０２１２】
　なお、「その他」の選択オブジェクト１２４は、登録領域情報に基づいて生成された選
択オブジェクトではなく、表示された選択オブジェクトに対応する位置に書込データを配
置したくない場合、すなわち、それ以外の場所に配置したい場合のために設けられたもの
である。
【０２１３】
　再び図３０を参照して、次に、ＣＰＵ５８は、選択指示があるかどうかを判断する（ス
テップＳ１３２）。具体的には、位置指定画面において、ユーザから選択オブジェクトの
指定があったかどうかを判断する。
【０２１４】
　そして、選択指示があるまでステップＳ１３２に待機し、選択指示が有る場合には、選
択オブジェクトに対応するＩＤデータを送信する（ステップＳ１３４）。
【０２１５】
　そして、再びステップＳ４０に戻る。
　図３３を用いて、管理サーバ１０において、本発明の実施の形態２の変形例に従う書込
データを受信した場合の処理について説明する。
【０２１６】
　本例においては、一例として、端末装置２から書込データを受信した場合について説明
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する。
【０２１７】
　図３３を参照して、まず、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して端末装置２から書込デー
タを受信したかどうかを判断する（ステップＳ６０）。書込データを受信するまでステッ
プＳ６０において待機する。
【０２１８】
　ＣＰＵ１６は、端末装置２から通信部１８を介して書込データを受信したと判断した場
合（ステップＳ６０においてＹＥＳ）には、次に、端末装置２からＩＤデータを受信した
かどうかを判断する（ステップＳ６３＃）。端末装置２からＩＤデータの受信が無い場合
には、処理を終了する（エンド）。
【０２１９】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、ＩＤデータを受信したと判断した場合（ステップＳ６３
＃においてＹＥＳ）には、ＩＤデータが登録されているかどうかを判断する（ステップＳ
６５＃）。具体的には、ＣＰＵ１６は、受信したＩＤデータが表示領域管理テーブル３２
に登録されているかどうかを判断する。
【０２２０】
　ステップＳ６５＃において、次に、ＩＤデータが登録されていると判断した場合（ステ
ップＳ６５＃においてＹＥＳ）には、当該表示領域管理テーブル３２に登録されている対
応するＩＤの領域に書込データを表示する（ステップＳ６７＃）。そして、処理を終了す
る（エンド）。
【０２２１】
　ステップＳ６５＃において、次に、ＩＤデータが登録されていないと判断した場合（ス
テップＳ６５＃においてＮＯ）には、他の領域に書込データを表示する（ステップＳ６９
＃）。例えば、ディスプレイ４１の領域が指定されていない空白領域等に書込データを表
示する。そして、処理を終了する（エンド）。
【０２２２】
　例えば、図３２で説明した「企業の利益とは」の選択オブジェクト１２０を指定した場
合には、ＩＤデータ「００１」が送信される。そして、図２８で説明したように、矩形領
域４５内に書込データ４９が配置される。
【０２２３】
　（実施の形態３）
　図３４を用いて、本発明の実施の形態３に従う端末装置２＃について説明する。
【０２２４】
　図３４を参照して、図９と比較して、本発明の実施の形態３に従う端末装置２＃は、音
声入力部５４および音声認識部５５をさらに設けた点が異なる。
【０２２５】
　音声入力部５４は、音声信号の入力を受けて音声データを生成する。音声認識部５５は
、音声データに基づいて音声認識処理に基づいて音声データを文字データに変換する。そ
の他の点については同様であるのでその詳細な説明は繰り返さない。
【０２２６】
　そして、本発明の実施の形態３における領域登録処理は、図２９で説明した本発明の実
施の形態２の変形例に従う領域登録処理と同様である。すなわち、登録領域情報送信処理
により、端末装置２＃に送信される。そして、上述したように、端末装置２＃は、送信さ
れた登録領域情報を受信してメモリ６４に格納するものとする。
【０２２７】
　図３５を用いて、本発明の実施の形態３に従う端末装置２＃を起動した場合における処
理について説明する。
【０２２８】
　図３５を参照して、図３０で説明した端末装置２を起動した場合の処理と比較して、ス
テップＳ４４以降の処理が異なる。
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【０２２９】
　具体的には、書込データを送信した後、音声データ入力モードに移行する。
　図３６を用いて、本発明の実施の形態３に従う音声データ入力モードにおける処理につ
いて説明する。
【０２３０】
　図３６を参照して、ＣＰＵ５８は、音声検知処理を開始する（ステップＳ１５０）。具
体的には、音声入力部５４に指示して、音声入力部５４は、音声信号の入力を受け付ける
。そして、音声入力部５４は、音声データを生成する。
【０２３１】
　そして、ＣＰＵ５８は、音声入力が終了したかどうかを判断する（ステップＳ１５４）
。具体的には、ＣＰＵ５８は、音声入力部５４からの音声データの生成が停止したと判断
した場合、例えば、無音状態が所定期間継続された場合に音声入力が終了したと判断する
。あるいは、終了ボタンを描画エリアに表示して、当該ボタンが押下された場合に終了し
たものと判断するようにすることも可能である。
【０２３２】
　一方、ステップＳ１５４において、ＣＰＵ５８は、音声入力が終了していないと判断し
た場合には、ステップＳ１５０に戻り、音声検知処理による音声データの取得を継続する
。
【０２３３】
　そして、ステップＳ１５４において、ＣＰＵ５８は、音声入力が終了したと判断した場
合（ステップＳ１５４においてＹＥＳ）には、次に、音声認識処理を実行する（ステップ
Ｓ１５６）。具体的には、取得した音声データに基づいて既知の音声認識処理プログラム
に基づいて音声データを文字データとして認識する。
【０２３４】
　そして、次に、認識した文字データについて、登録領域情報と一致する領域名が有るか
どうかを判断する（ステップＳ１５８）。
【０２３５】
　ステップＳ１５８において、ＣＰＵ５８は、登録領域情報と一致する領域名が有ると判
断した場合（ステップＳ１５８においてＹＥＳ）には、一致する領域名に対応する領域Ｉ
Ｄを保存する（ステップＳ１６４）。
【０２３６】
　そして、処理を終了する（リターン）。
　一方、ステップＳ１５８において、ＣＰＵ５８は、登録領域情報と一致する領域名が無
いと判断した場合（ステップＳ１５８においてＮＯ）には、警告を表示する（ステップＳ
１６０）。
【０２３７】
　そして、リセット処理する（ステップＳ１６２）。そして、再び、ステップＳ１５０に
戻る。
【０２３８】
　そして、次に、再び、図３５を参照して、保存されたＩＤデータを管理サーバ１０に送
信する。
【０２３９】
　なお、ここで、例えば、音声データが音声認識処理に基づいて「その他」の文字データ
に認識された場合には、上記ステップＳ１５８においてＹＥＳとなり、ＩＤデータは「０
００」として保存されるものとする。
【０２４０】
　当該ＩＤデータ「０００」が管理サーバ１０に送信された場合には、登録されたＩＤデ
ータが表示領域管理テーブル３２にないとして判断されるものとする。
【０２４１】
　管理サーバ１０における、本発明の実施の形態３に従う書込データを受信した場合の処
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理については、図３３で説明したのと同様である。
【０２４２】
　すなわち、ＩＤデータを受信したと判断した場合には、ＩＤデータが登録されているか
否かを判断し、登録されている場合には、端末装置２から受信したＩＤデータに対応する
領域に書込データを表示する。一方、登録されていないと判断した場合には、他の領域に
書込データを表示する。
【０２４３】
　例えば、「企業の利益とは」と音声信号を入力した場合には、当該文字データに変換さ
れて、登録領域情報と一致するかどうかが判断されて、この場合、ＩＤデータ「００１」
が管理サーバ１０に送信される。そして、ＩＤデータ「００１」に対応する矩形領域４５
内に書込データ４９が配置される。
【０２４４】
　また、「その他」と音声信号を入力した場合には、当該文字データに変換されて、登録
領域情報と一致するかどうかが判断されてこの場合、ＩＤデータ「０００」が管理サーバ
１０に送信される。そして、ＩＤデータ「０００」に対応する登録データが無いため他の
空白領域に配置される。
【０２４５】
　次に、端末装置２の処理を終了する場合について説明する。端末装置２ａ，２＃につい
ても同様である。
【０２４６】
　図３７を用いて、端末装置２の処理を終了する場合のフローについて説明する。
　図３７を参照して、ＣＰＵ５８は、所定期間無操作か、あるいは、電源ボタン１０２が
押下（ＯＦＦ）されたかどうかを判断する（ステップＳ１７０）。
【０２４７】
　ステップＳ１７０において、ＣＰＵ５８は、所定期間無操作、あるいは、電源ボタン１
０２が押下（ＯＦＦ）された場合には、終了コマンドを送信する（ステップＳ１７２）。
【０２４８】
　次に、ＣＰＵ５８は、管理サーバ１０からの情報を受信したかどうかを判断する（ステ
ップＳ１７４）。
【０２４９】
　次に、ステップＳ１７４において、ＣＰＵ５８は、通信部６６を介して管理サーバ１０
からの情報を受信した場合には、管理サーバ１０からの情報を表示部５０に表示する（ス
テップＳ１７６）。
【０２５０】
　次に、ＣＰＵ５８は、メモリ６４をリセットする（ステップＳ１７８）。
　次に、ＣＰＵ５８は、電源を遮断するように電源制御部６８に指示する（ステップＳ１
８０）。
【０２５１】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　本方式においては、端末装置２の処理を終了する場合には、端末装置に格納されている
メモリの内容をリセットすることにより端末装置に例えば書込入力した情報を消去して使
用したユーザのプライバシを保護することが可能である。すなわち、別のユーザが当該端
末装置２を次に使用した場合であっても前のユーザの情報は消去されているため、セキュ
リティを確保しつつ複数のユーザで一台の端末装置を利用することも可能であり利便性に
供する。
【０２５２】
　図３８を用いて、管理サーバ１０において、端末装置２からの終了コマンドを受信した
場合の処理について説明する。
【０２５３】
　図３８を参照して、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して終了コマンドを受信したかどう
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かを判断する（ステップＳ１９０）。
【０２５４】
　ステップＳ１９０において、ＣＰＵ１６は、端末装置２から終了コマンドを受信した場
合には、次に、記憶部２４に格納されている登録情報を削除する（ステップＳ１９２）。
具体的には、ＲＡＭ２６の端末管理テーブル３０に格納されている登録情報を削除する。
これに伴い端末装置２との間の通信接続が遮断される。
【０２５５】
　なお、一例として、管理サーバ１０の端末管理テーブル３０に格納された登録情報が削
除されることにより、例えば、台数の関係上、通信接続ができない状態であった端末装置
が通信接続が可能な状態として登録されるようにすることが可能である。その場合には、
端末装置に対して管理サーバ１０からその旨の情報を送信するようにしても良い。
【０２５６】
　そして、次に、ＣＰＵ１６は、通信部１８を介して終了ステータス情報を端末装置２に
送信する（ステップＳ１９４）。
【０２５７】
　そして、処理を終了する（エンド）。
　図３９を用いて、管理サーバ１０から送信される終了ステータス情報の内容について説
明する。
【０２５８】
　図３９を参照して、ここでは、管理サーバ１０のシリアルナンバと、現在の稼動状態、
管理サーバ１０からのメッセージを含む終了ステータス情報が管理サーバ１０から端末装
置２に送信される。現在の稼動状態は、終了コマンドにより登録情報が削除されたため通
信不可に設定された旨を示す情報が格納される。また、管理サーバ１０からのメッセージ
としては、例えば、一例として、「エコモードのため自動ＯＦＦになりました。使用時は
再度電源を入れて下さい。」のメッセージを含めることができる。
【０２５９】
　図４０を用いて、管理サーバ１０からのメッセージを表示した場合の一例が示されてい
る。
【０２６０】
　図４０に示されるように、「エコモードのため自動ＯＦＦになりました。使用時は再度
電源を入れて下さい。」と表示されている。
【０２６１】
　当該表示を見て、ユーザは、自己の端末装置２がエコモードとなり、管理サーバ１０と
の通信接続が切断されたことを確認することができる。
【０２６２】
　なお、端末装置２等あるいは管理サーバ１０を制御する各部について、コンピュータを
機能させて、上述のフローで説明したような制御を実行させるプログラムを提供すること
もできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ
（Random Access Memory）およびメモリカードなどの一時的でないコンピュータ読取り可
能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供することもできる。あるいは、
コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録させて、プログラムを提
供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードによって、プログラムを
提供することもできる。
【０２６３】
　なお、プログラムは、コンピュータのオペレーションシステム（ＯＳ）の一部として提
供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列で所定のタイミン
グで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログラム自体には上記
モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモジュールを含まな
いプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
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　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０２６５】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０２６６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０２６７】
　２，２＃，２ａ～８　端末装置、１０　管理サーバ、１２，７０　入力部、１４　表示
制御部、１６，５８　ＣＰＵ、１８，６６　通信部、２０，６８　電源制御部、２４　記
憶部、２６　ＲＡＭ、２８，５７　ＲＯＭ、３０　端末管理テーブル、３２　表示領域管
理テーブル、３４，６９　内部バス、４０　表示装置、４１　ディスプレイ、４２，８６
　タッチパネル、５０　表示部、５２　表示制御部、５４　音声入力部、５５　音声認識
部、６０　姿勢感知部、６２　描画制御部、６４　メモリ、１００　描画エリア、１０２
　電源ボタン、１０４　送信ボタン、１０６　本体部、１０８　タッチペン。

【図１】 【図２】



(27) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(28) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(29) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(30) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(31) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(32) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(33) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(34) JP 2011-90486 A 2011.5.6

【図３６】 【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】



(35) JP 2011-90486 A 2011.5.6

フロントページの続き

(74)代理人  100111246
            弁理士　荒川　伸夫
(72)発明者  菅原　義雅
            東京都日野市さくら町１番地　コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社内
Ｆターム(参考) 5B185 AA08  BG07 
　　　　 　　  5E501 AA16  AB20  AC15  AC34  BA05  CA02  CB01  CC04  EA02  EA09 
　　　　 　　        EA13  EB06  FA01  FA12  FA13  FA14  FA44  FB43 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

